
発
議
第
二
号

皆
川
雅
子
議
員
に
対
す
る
議
員
辞
職
勧
告
決
議
に
つ
い
て

皆
川
雅
子
議
員
に
対
す
る
議
員
辞
職
勧
告
決
議
に
つ
い
て
の
議
案
を
、
別
紙
の
と
お
り
会
議
規
則

第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
ま
す
。
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皆
川
雅
子
議
員
に
対
す
る
議
員
辞
職
勧
告
決
議

、

「

」

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
一
日
に
発
覚
し
た

養
老
町
嘱
託
職
員
に
よ
る
養
老
町
斎
苑

清
華
苑

使
用
料
の
着
服
事
件
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
七
日
に
養
老
町
が
刑
事
告
訴
し
た
。

こ
の
事
件
に
よ
り
町
に
与
え
た
損
害
は
大
き
く
、
ま
た
、
嘱
託
職
員
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
町
に
対

す
る
町
民
か
ら
の
信
頼
を
失
墜
さ
せ
た
重
大
な
犯
罪
で
あ
る
。

今
回
の
事
件
は
、
葬
儀
を
出
し
た
町
民
の
心
情
に
思
い
を
馳
せ
れ
ば
、
故
人
を
送
る
遺
族
の
思
い

を
、
遺
族
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
踏
み
に
じ
る
も
の
で
あ
り
、
到
底
承
服
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

皆
川
雅
子
議
員
は
、
こ
の
よ
う
な
事
件
を
起
こ
し
た
嘱
託
職
員
の
親
で
あ
り
、
ま
た
、
同
居
家
族

で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
町
民
か
ら
の
議
会
に
対
す
る
批
判
や
非
難
の
声
は
非
常
に
厳
し
く
、
議
会
も

信
頼
を
著
し
く
損
な
う
こ
と
と
な
っ
た
。

、

（

）

、

議
員
は
選
挙
を
通
じ
て

町
民
か
ら
の
負
託
を
受
け
た
公
職

特
別
職
の
地
方
公
務
員

で
あ
り

そ
の
活
動
は
公
費
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
身
分
で
あ
る
た
め
、
法
律
よ
り
高
い
道
徳
倫
理
規
範
が
課
せ

ら
れ
た
公
人
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
本
町
議
会
は
、
皆
川
雅
子
議
員
は
、
自
分
の
子
が
犯
し
た
犯
罪
に
つ
い
て
、
社
会
的
、

、

。

道
義
的
責
任
を
自
覚
し

自
ら
速
や
か
に
町
議
会
議
員
を
辞
職
す
る
こ
と
を
勧
告
す
る
も
の
で
あ
る

以
上
の
と
お
り
決
議
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

養

老

町

議

会


